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(57)【要約】
【課題】携帯端末の操作のみによって、携帯端末から表
示装置に直接データを送信する経路を確立する携帯端末
を提供する。
【解決手段】携帯端末１０は、IPコントロール通信部１
３から、表示装置２０に接続先探索信号を送出するよう
に制御し、ダイレクト通信部１４から接続先探索信号を
送出して、表示装置と直接通信を行う接続を確立する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信経路を使って表示装置を制御し、無線による第２の通信経路を使ってデータ
を直接送受信する携帯端末であって、
　第１の通信経路を使って、上記表示装置に、第２の通信経路を確立するための信号を送
信するように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段と、
　第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備えるこ
とを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　上記第１の通信経路は、アクセスポイントを介した無線通信の通信経路であることを特
徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　上記第１の通信経路は、赤外線通信の通信経路であることを特徴とする請求項１に記載
の携帯端末。
【請求項４】
　第１の通信経路を使って携帯端末を制御し、無線による第２の通信経路を使ってデータ
を直接送受信する表示装置であって、
　第１の通信経路を使って、上記携帯端末に、第２の通信経路を確立するための信号を送
信するように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段と、
　第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備えるこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の表示装置を備えることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項６】
　表示装置と、第１の通信経路を使って表示装置を制御し、無線による第２の通信経路を
使ってデータを直接送受信する携帯端末と、を備える無線通信システムであって、
　上記携帯端末は、
　　第１の通信経路を使って、上記表示装置に、第２の通信経路を確立するための信号を
送信するように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段と、
　　第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備え、
　上記表示装置は、
　　上記第１の通信経路を使用して、上記制御信号を受信する制御信号受信手段と、
　　受信した上記制御信号に基づいて、上記第２の通信経路を確立するための信号を送信
する接続要求信号送信手段と、を備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項７】
　携帯端末と、第１の通信経路を使って携帯端末を制御し、無線による第２の通信経路を
使ってデータを直接送受信する表示装置と、を備える無線通信システムであって、
　上記表示装置は、
　　第１の通信経路を使って、上記携帯端末に、第２の通信経路を確立するための信号を
送信するように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段と、
　　第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備え、
　上記携帯端末は、
　　上記第１の通信経路を使用して、上記制御信号を受信する制御信号受信手段と、
　　受信した上記制御信号に基づいて、上記第２の通信経路を確立するための信号を送信
する接続要求信号送信手段と、を備えることを特徴とする無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直接データを送受信する通信経路を確立する携帯端末、表示装置、テレビジ
ョン受像機、無線通信システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、高解像度を有する携帯端末が増えたことにより、携帯端末に表示されている映像
を、もっと大きな画面で見たいという要求がユーザから出ている。この要求に応えるため
に、携帯端末と表示装置とを接続し、携帯端末の映像を表示装置に表示させる技術が考案
されている。
【０００３】
　特許文献１では、外部機器の表示装置を携帯端末の出力モニタとして使用するため、Bl
uetooth（登録商標）を使用して外部機器と携帯端末とを接続している。携帯端末のモニ
タリンクボタンを押すと、周辺機器の中から接続できる機器をさがす信号を送信し、外部
機器は応答信号を返信することにより、携帯端末と外部機器とを接続できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１８６６０２号公報（２０１２年９月２７日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述のような従来技術は、映像を送信する手段としてBluetooth（登録
商標）を使っているため、初回接続時にペアリングを行うための送信側と受信側の両方の
機器の操作が必要になり、操作が煩雑になるという問題がある。
【０００６】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、携帯端末の操作のみ
によって、携帯端末から表示装置に直接データを送信する経路を確立する携帯端末を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る携帯端末は、第１の通信経路を使
って表示装置を制御し、無線による第２の通信経路を使ってデータを直接送受信する携帯
端末であって、第１の通信経路を使って、上記表示装置に、第２の通信経路を確立するた
めの信号を送信するように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段と、第２の通信
経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備えることを特徴とす
る。
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る表示装置は、第１の通信経路を使
って携帯端末を制御し、無線による第２の通信経路を使ってデータを直接送受信する表示
装置であって、第１の通信経路を使って、上記携帯端末に、第２の通信経路を確立するた
めの信号を送信するように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段と、第２の通信
経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備えることを特徴とす
る。
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る無線通信システムは、表示装置と
、第１の通信経路を使って表示装置を制御し、無線による第２の通信経路を使ってデータ
を直接送受信する携帯端末と、を備える無線通信システムであって、上記携帯端末は、第
１の通信経路を使って、上記表示装置に、第２の通信経路を確立するための信号を送信す
るように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段と、第２の通信経路を確立するた
めの信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備え、上記表示装置は、上記第１の通信
経路を使用して、上記制御信号を受信する制御信号受信手段と、受信した上記制御信号に
基づいて、上記第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と
、を備えることを特徴とする。
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【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る無線通信システムは、携帯端末と
、第１の通信経路を使って携帯端末を制御し、無線による第２の通信経路を使ってデータ
を直接送受信する表示装置と、を備える無線通信システムであって、上記表示装置は、第
１の通信経路を使って、上記携帯端末に、第２の通信経路を確立するための信号を送信す
るように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段と、第２の通信経路を確立するた
めの信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備え、上記携帯端末は、上記第１の通信
経路を使用して、上記制御信号を受信する制御信号受信手段と、受信した上記制御信号に
基づいて、上記第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と
、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、携帯端末もしくは表示装置いずれか片方の操作のみによって
、携帯端末から表示装置に直接データを送信する経路を確立できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態１に係る無線通信システムの要部構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施形態１に係る無線通信システムの処理の流れを示すフローチャート
である。
【図３】（ａ）は、本発明の実施形態１に係る携帯端末において、アプリケーション選択
画面を表示させるために画面をフリックする様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）によ
って表示されたアプリケーション選択画面から、表示装置を制御するためのアプリケーシ
ョン（以下、リモコンアプリと称する）を選択する様子を示す図であり、（ｃ）は、（ｂ
）で選択したリモコンアプリによって、接続可能な機器を選択する様子を示す図であり、
（ｄ）は（ｃ）において選択した機器と直接通信を行う経路を確立し、携帯端末の画面を
表示するためのボタン（以下、携帯画面表示ボタンと称する）を押す様子を示す図であり
、（ｅ）は携帯端末の設定画面においてワイヤレス出力を選択する様子を示す図であり、
（ｆ）は（ｅ）において選択したワイヤレス出力の設定をONにする様子を示す図であり、
（ｇ）は携帯端末と表示装置とが直接通信を行う無線接続（以下、ダイレクト接続と称す
る）が確立し、携帯端末がリモコンアプリを表示する様子を示す図である。
【図４】（ａ）は、本発明の実施形態１に係る表示装置に映像が表示されている様子を示
す図であり、（ｂ）は、表示装置が携帯端末と直接通信を行うための接続要求信号（以下
、接続先探索信号と称する）を待ち受けしている様子を示す図であり、（ｃ）は、表示装
置が携帯端末に表示されている映像を表示している様子を示す図である。
【図５】（ａ）は、本発明の実施形態１に係る携帯端末において、ユーザが携帯画面表示
終了ボタンを選択する様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）の操作終了後の携帯端末を
示す図である。
【図６】（ａ）は、本発明の実施形態１に係る表示装置が携帯端末に表示されている映像
を表示している様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）の携帯画面表示終了後の表示装置
を示す図である。
【図７】本発明の実施形態１に係る無線通信システムにおいて、ユーザが携帯画面表示終
了ボタンを選択した後の携帯端末の処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】（ａ）は、本発明の実施形態１に係る表示装置が、通信環境によりダイレクト接
続が切断されたときの映像を表示している様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）の後に
ダイレクト接続が再度確立して、表示装置が携帯端末に表示されている映像を表示してい
る様子を示す図である。
【図９】本発明の実施形態１に係る無線通信システムにおいて、通信環境によりダイレク
ト接続が切断されたときの携帯端末の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】（ａ）は、本発明の実施形態２に係る携帯端末が、１度の操作によって表示装
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置とダイレクト接続できるアプリケーションを表示した図であり、（ｂ）は、（ａ）によ
りダイレクト接続が確立した後、アプリケーションを表示する携帯端末を示す図である。
【図１１】（ａ）は、本発明の実施形態２に係る図１０（ａ）の操作後の表示装置を示す
図であり、（ｂ）は、ダイレクト接続が確立した後、携帯端末の映像を表示する表示装置
を示す図である。
【図１２】（ａ）は、本発明の実施形態４に係るリモコンアプリを表示させるために、ユ
ーザが携帯端末をフリックする様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）によってリモコン
アプリが表示され、ユーザが操作する様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図９を用いて詳細に説明する。
【００１４】
　（無線通信システム１の構成）
　図１は、本発明の実施形態１に係る、無線通信システム１の要部構成を示すブロック図
である。この図に示すように、無線通信システム１は、携帯端末１０と表示装置２０とに
よって構成されている。携帯端末１０と表示装置２０とは、赤外線信号の通信経路と、無
線の通信経路との２種類を使って通信をする。
【００１５】
　実施形態１においては、無線ルーターを介した無線通信によって携帯端末１０が表示装
置２０を制御し、携帯端末１０と表示装置２０との間に、データを直接送受信できる無線
接続であるダイレクト接続を確立する。このダイレクト接続を使って、携帯端末１０は映
像を送信し、表示装置２０に表示させる。
【００１６】
　（携帯端末１０の構成）
　図１に示すように、携帯端末１０は、赤外線信号送信部１１、無線通信部１２、IPコン
トロール通信部１３（制御信号送信手段）、ダイレクト通信部１４（接続要求信号送信手
段）、接続機器取得部１５、表示制御部１６、表示部１７、ユーザ入力部１８、および通
信部切替部１９を備えている。
【００１７】
　赤外線信号送信部１１は、制御信号を赤外線の信号として送信することによって、相手
機器を制御する。赤外線の信号は、予め相手機器との間で形式が定義されている。
【００１８】
　無線通信部１２は、無線による通信を行う。無線は、無線ルーターや、無線ドングルを
USB接続したPCなどといった、アクセスポイントを介した通信と、相手機器にデータを直
接送受信する通信とがある。
【００１９】
　IPコントロール通信部１３は、IPを使った通信を行い、IPコントロール接続（第１の通
信経路）を確立し、制御信号の送受信を行う。
【００２０】
　ダイレクト通信部１４は、相手機器にデータを直接送受信する通信を行う。接続先探索
信号と呼ばれる、ダイレクト接続（第２の通信経路）を確立するための信号を送信し、同
様に接続先探索信号を送出している相手機器が見つかると、相手機器とピアツーピアの通
信を確立する。
【００２１】
　接続機器取得部１５は、携帯端末１０に接続できる周辺機器の機器名、IPアドレス等の
情報を取得する。
【００２２】
　表示制御部１６は、映像等を取得し、表示部１７およびダイレクト通信部１４に出力す
る。
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【００２３】
　表示部１７は、表示制御部１６から取得した映像等を表示する、液晶ディスプレイなど
の表示デバイスである。
【００２４】
　ユーザ入力部１８は、キーボードやタッチパネルなどの、ユーザの入力を受け付けるハ
ードウェアで構成され、ユーザから入力された情報は、接続されている各部に出力される
。
【００２５】
　通信部切替部１９は、赤外線信号送信部１１、IPコントロール通信部１３、およびダイ
レクト通信部１４のうち、どの通信部を使って通信をするかを決定し、切り替える。なお
、通信部を切り替える際、切り替え前に使用していた通信部が接続を確立している場合は
、その接続を切断しなくてもよい。複数の通信部が接続を確立している場合は、それぞれ
の通信部が接続を確立している相手機器のIPアドレス等の情報を、通信部切替部１９が更
新することにより、切り替え可能となっている。
【００２６】
　（表示装置２０の構成）
　図１に示すように、表示装置２０は、赤外線信号受信部２１、無線通信部２２、IPコン
トロール通信部２３（制御信号送信手段）、ダイレクト通信部２４（接続要求信号送信手
段）、接続先探索信号送出判定部２５、表示制御部２６、および表示部２７を備えている
。なお、無線通信部２２およびIPコントロール通信部２３は、上述した携帯端末１０の無
線通信部１２およびIPコントロール通信部１３と同じ機能を有するため、説明は省略する
。
【００２７】
　赤外線信号受信部２１は、赤外線の信号を受信し、電気信号へと変換する。
【００２８】
　ダイレクト通信部２４は、接続先探索信号送出判定部２５から接続先探索信号送出の信
号を取得すると、接続先探索信号を送出し、相手機器が見つかると、相手機器とピアツー
ピアの通信を確立する。
【００２９】
　接続先探索信号送出判定部２５は、ダイレクト通信部２４から接続先探索信号を送出す
るかどうかを判定する。
【００３０】
　表示制御部２６は、映像等を取得し、表示部２７に出力する。また、ダイレクト通信部
２４から接続先探索信号が送出されると、ダイレクト通信部２４が取得した映像を表示す
るため、表示領域を分割し、ダイレクト接続待ち受け画面を表示部に出力する。
【００３１】
　表示部２７は、表示制御部２６から取得した映像等を表示する、液晶ディスプレイなど
の表示デバイスである。
【００３２】
　（無線通信システム１の処理）
　図２は、本発明の実施形態１に係る無線通信システム１の処理の流れを示すフローチャ
ートである。携帯端末１０の画面を表示装置２０に表示させるまでの、無線通信システム
１の処理について、図２を用いて説明する。
【００３３】
　まず、ユーザは、携帯端末１０のユーザ入力部１８から、表示装置を制御するためのア
プリケーションであるリモコンアプリを起動する（ステップＳ１）。リモコンアプリが起
動すると、接続機器取得部１５は、ユーザ入力部１８から、リモコンアプリが起動したと
いう情報を取得し、IPコントロール通信部１３に、接続できる相手機器を検索する信号を
送信する命令をする。命令を受け取ったIPコントロール通信部１３は、無線通信部１２か
ら、接続できる相手機器を検索する信号を送信する（ステップＳ２）。表示装置２０の無
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線通信部２２は、無線ルーターを介して携帯端末１０から接続できる相手機器を検索する
信号を受信すると（ステップＳ３）、機器名やIPアドレス等の情報が入った返信信号を送
信する（ステップＳ４）。
【００３４】
　携帯端末１０の無線通信部１２は、無線ルーターを介して返信信号を受信すると（ステ
ップＳ５）、IPコントロール通信部１３に出力し、IPコントロール通信部１３は、取得し
た返信信号を、接続機器取得部１５に出力する。接続機器取得部１５は、取得した返信信
号の情報から機器名を表示制御部１６に出力する。表示制御部１６は、取得した機器名を
、表示部１７に出力し、表示部１７は、携帯端末１０の画面に、取得した機器名を表示す
る。
【００３５】
　ユーザは、携帯端末１０の表示部１７に表示された接続可能な機器から、接続したい機
器をユーザ入力部１８から入力する（ステップＳ６）。通信部切替部１９は、ユーザ入力
部１８から選択された機器の情報を取得すると、IPコントロール通信部１３に、選択され
た機器にIPコントロール接続の要求信号を送信する命令をする。命令を受け取ったIPコン
トロール通信部１３は、無線通信部１２から、IPコントロール接続の要求信号を送信する
（ステップＳ７）。
【００３６】
　表示装置２０の無線通信部２２は、無線ルーターを介してIPコントロール接続の要求信
号を受信し（ステップＳ８）、受信した信号をIPコントロール通信部２３に出力する。IP
コントロール通信部２３は、表示装置２０がIPコントロールにより制御が可能なモードに
設定されている場合は、無線通信部２２を使って、IPコントロール接続の了解信号を送信
する（ステップＳ９）。携帯端末１０の無線通信部１２は、表示装置２０が送信したIPコ
ントロール接続の了解信号を、無線ルーターを介して受信し（ステップＳ１０）、IPコン
トロール通信部１３に出力し、IPコントロール通信部１３が了解信号を取得すると、IPコ
ントロールの接続が確立する（ステップＳ１１）。
【００３７】
　IPコントロールの接続が確立すると、携帯端末１０に、表示装置２０を操作するための
画面が表示される。ユーザは、ユーザ入力部１８から、ダイレクト接続をするための操作
を行う（ステップＳ１２）。通信部切替部１９は、ユーザ入力部１８から、ダイレクト接
続を要求されたという情報を取得すると、IPコントロール通信部１３に、表示装置２０に
、ダイレクト接続を確立するための接続先探索信号を送出するように制御するよう命令す
る。IPコントロール通信部１３は、無線通信部１２を使って、表示装置２０に対して、接
続先探索信号を送出するように制御する信号を送信する（ステップＳ１３）。
【００３８】
　表示装置２０の無線通信部２２は、携帯端末１０から、接続先探索信号を送出するよう
に制御する信号を、無線ルーターを介して受信すると（ステップＳ１４）、受信した信号
をIPコントロール通信部２３に出力する。IPコントロール通信部２３は、取得した信号を
、接続先探索信号送出判定部２５に出力する。接続先探索信号送出判定部２５は、この信
号を受信すると、ダイレクト通信部２４に、接続先探索信号を送出する命令をする。ダイ
レクト通信部２４は、この命令を受け取ると、無線通信部２２を使って、接続先探索信号
を送出する（ステップＳ１７）。そして、ダイレクト通信部２４は、表示制御部２６に、
ダイレクト接続待ち受けの画面を表示するよう命令する。表示制御部２６は、命令を受け
取ると、表示部２７に、ダイレクト接続待ち受け画面を表示するよう制御する。
【００３９】
　一方、携帯端末１０は、無線通信部１２から接続先探索信号を送出するように制御する
信号を送信すると、自らも接続先探索信号を送出するため、通信部切替部１９は、IPコン
トロール通信部１３による通信から、ダイレクト通信部１４による通信に切り替える。そ
うすることにより、ダイレクト接続の設定がONになり（ステップＳ１５）、ダイレクト通
信部１４は、接続先探索信号を送出する（ステップＳ１６）。前述したように、表示装置
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２０は、既に接続先探索信号を送出しているので、携帯端末１０は、その信号を受信する
。同様に、表示装置２０は、携帯端末１０から接続先探索信号を受信する。このように、
お互いに接続先探索信号を受信すると、ダイレクト接続が確立する（ステップＳ１８）。
【００４０】
　ダイレクト接続が確立すると、携帯端末１０の表示制御部１６は、表示部１７に表示す
る映像を、ダイレクト通信部１４にも出力する。ダイレクト通信部１４は、取得した映像
を、無線通信部１２を使って、表示装置２０に送信する（ステップＳ１９）。表示装置２
０の無線通信部２２は、携帯端末１０が送信した映像を受信すると（ステップＳ２０）、
ダイレクト通信部２４に出力する。ダイレクト通信部２４は、取得した映像を表示するた
めに、表示制御部２６に出力する。表示制御部２６は、前述したダイレクト接続により取
得した映像を表示する領域に、取得した映像を追加し、表示部２７に表示する（ステップ
Ｓ２１）。
【００４１】
　（携帯端末１０の操作）
　図３は、携帯端末１０の画面が表示装置２０に表示されるまでの、携帯端末１０の操作
を示す図である。また、図４は、携帯端末１０の画面が表示されるまでの、表示装置２０
を示す図である。携帯端末１０の操作、およびそれに伴う表示装置２０の動作について、
図３および図４を用いて説明する。
【００４２】
　図４（ａ）は、本発明の実施形態１に係る表示装置２０に映像が表示されている様子を
示す図である。図４（ａ）に示すように、初期状態においては、表示装置２０は携帯端末
１０とは関係のない映像を表示している。
【００４３】
　図３（ａ）は、本発明の実施形態１に係る携帯端末１０において、アプリケーション選
択画面を表示させるために画面をフリックする様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）に
よって表示されたアプリケーション選択画面から、表示装置２０を制御するためのアプリ
ケーション（リモコンアプリ）を選択する様子を示す図である。図３（ａ）に示すように
、リモコンアプリは、他のアプリを使用中でもすぐに呼び出せるようになっている。そし
て、（ｂ）に示すように、ユーザはリモコンアプリを選択し、リモコンアプリを起動する
。
【００４４】
　図３（ｃ）は、（ｂ）で選択したリモコンアプリによって、ユーザが接続可能な機器を
選択する様子を示す図である。図３（ｃ）に示すように、リモコンアプリ起動後、携帯端
末１０は、接続できる機器を画面に表示するので、ユーザは接続したい機器を選択する。
図３（ｄ）は、（ｃ）において選択した機器と直接通信を行う経路を確立し、携帯端末の
画面を表示するためのボタン（携帯画面表示ボタン）を押す様子を示す図である。（ｃ）
において機器を選択すると、表示装置２０を操作するための画面へと切り替わる。この時
点ではまだダイレクト接続が確立されていないので、ユーザは図３（ｄ）に示すように、
携帯画面表示ボタンを選択する。
【００４５】
　図４（ｂ）は、表示装置２０が携帯端末１０と直接通信を行うための接続要求信号（接
続先探索信号）を待ち受けしている様子を示す図である。図３（ｄ）において携帯画面表
示ボタンを選択すると、表示装置２０は、ダイレクト接続をするための接続先探索信号を
待ち受けする状態になる。また、表示装置２０は、ダイレクト接続によって送られてくる
映像を表示するための、表示領域を分割した携帯画面表示待ち受け画面を表示する。
【００４６】
　図３（ｅ）は、携帯端末１０の設定画面において、ユーザがワイヤレス出力を選択する
様子を示す図であり、（ｆ）は（ｅ）においてユーザが選択したワイヤレス出力の設定を
ONにする様子を示す図である。ダイレクト接続をするには、携帯端末１０の設定を変更し
なければならないので、図３（ｄ）において携帯画面表示ボタンを選択すると、図３（ｅ
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）に示すように、携帯端末１０の設定画面へと切り替わる。図３（ｅ）において、ワイヤ
レス出力を選択すると、図３（ｆ）に示すように、ワイヤレス出力をONする画面へと切り
替わる。ここで、ワイヤレス出力をONにすると、表示装置２０とのダイレクト接続が確立
する。
【００４７】
　図３（ｇ）は、ダイレクト接続が確立し、携帯端末１０がリモコンアプリを表示する様
子を示す図である。また、図４（ｃ）は、表示装置２０が携帯端末１０に表示されている
映像を表示している様子を示す図である。ダイレクト接続が確立すると、携帯端末１０の
画面に表示されている映像が、図４（ｃ）に示すように、表示装置２０のダイレクト接続
待ち受け領域にも表示される。
【００４８】
　このように、携帯端末１０のみを操作することにより、表示装置２０との間においてダ
イレクト接続を確立できる。したがって、表示装置２０を操作する必要がないので、ユー
ザの操作が簡潔になる。
【００４９】
　（携帯画面表示終了時の処理）
　図５（ａ）は、本発明の実施形態１に係る携帯端末１０において、ユーザが携帯画面表
示終了ボタンを選択する様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）の操作終了後の携帯端末
１０を示す図である。また、図６（ａ）は、本発明の実施形態１に係る表示装置２０が携
帯端末１０に表示されている映像を表示している様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）
の携帯画面表示終了後の表示装置２０を示す図である。
【００５０】
　図５（ａ）に示すように、ダイレクト接続を使って、携帯端末１０の画面を表示装置２
０に表示させた場合、携帯画面表示を終了するための携帯画面表示終了ボタンが、携帯端
末１０に表示される。また、図６（ａ）に示すように、携帯端末１０の画面を表示してい
る間、表示装置２０は、画面を分割して、携帯端末１０の画面を表示している。ここで、
図５（ａ）に示すように、ユーザが携帯画面表示終了ボタンを選択すると、図６（ｂ）に
示すように、表示装置２０は、画面の分割を終了する。また、図５（ｂ）に示すように、
携帯端末１０の画面は、携帯画面表示終了ボタンが携帯画面表示ボタンへと替わり、リモ
コンアプリが起動したときの映像を出力する。このような携帯画面表示終了時の処理につ
いて、図７を用いて説明する。
【００５１】
　図７は、本発明の実施形態１に係る無線通信システム１において、ユーザが携帯画面表
示終了ボタンを選択した後の携帯端末１０の処理の流れを示すフローチャートである。
【００５２】
　まず、通信部切替部１９は、ユーザ入力部１８の情報から、携帯画面表示終了ボタンが
押されたか否かを判定する（ステップＳ３１）。
【００５３】
　ステップＳ３１において、「携帯画面表示終了ボタンは押された」と判定された場合（
ステップＳ３１：Ｙｅｓ）、通信部切替部１９は、携帯画面表示を終了することを示す終
了信号を、ダイレクト通信部１４に出力する。ダイレクト通信部１４は、取得した終了信
号を、無線通信部１２を使って、表示装置２０に送信する（ステップＳ３２）。
【００５４】
　次に、通信部切替部１９は、表示装置２０から、終了信号に対する応答信号を受信した
か否かを判定する（ステップＳ３３）。
【００５５】
　ステップＳ３３において、「応答信号を受信した」と判定された場合（ステップＳ３３
：Ｙｅｓ）、通信部切替部１９は、ダイレクト通信部１４に、映像の送信を終了する信号
を出力する。ダイレクト通信部１４は、取得した信号を表示制御部１６に出力し、表示制
御部１６は、ダイレクト通信部１４への映像の出力を終了する（ステップＳ３４）。そし
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て、ダイレクト通信部１４は、ダイレクト接続を切断する（ステップＳ３５）。
【００５６】
　続いて、接続機器取得部１５は、IPコントロール接続が確立しているか否かを判定する
（ステップＳ３６）。
【００５７】
　ステップＳ３６において、「IPコントロール接続は確立していない」と判定された場合
、接続機器取得部１５は、IPコントロール通信部１３に、接続できる相手機器を検索する
信号を送信する命令をする。命令を受け取ったIPコントロール通信部１３は、無線通信部
１２から、接続できる相手機器を検索する信号を送信する（ステップＳ３７）。
【００５８】
　次に、接続機器取得部１５は、送信された相手機器を検索する信号に対する返信信号を
取得し、最後に接続していた表示装置から返信信号を受信したか否かを判定する（ステッ
プＳ３８）。
【００５９】
　ステップＳ３８において、「最後に接続していた表示装置から返信信号を受信した」と
判定された場合（ステップＳ３８：Ｙｅｓ）、最後に接続していた表示装置とIPコントロ
ール接続を確立するために、接続機器取得部１５は、IPコントロール通信部１３に、IPコ
ントロール接続の要求信号を送信する命令をする。命令を受け取ったIPコントロール通信
部１３は、無線通信部１２を使って、IPコントロール接続の要求信号を送信する（ステッ
プＳ３９）。
【００６０】
　次に、IPコントロール通信部１３は、送信したIPコントロール接続の要求信号に対する
了解信号を受信したか否かを判定する（ステップＳ４０）。
【００６１】
　ステップＳ４０において、「了解信号を受信した」と判定された場合（ステップＳ４０
：Ｙｅｓ）、IPコントロール接続が確立し（ステップＳ４１）、図７の処理は終了する。
【００６２】
　一方、ステップＳ４０において、「了解信号を受信していない」と判定された場合（ス
テップＳ４０：Ｎｏ）、IPコントロール通信部１３は、IPコントロール接続が確立できな
かったので、接続機器取得部１５に、IPコントロール接続を確立できなかったことを示す
エラー信号を送出する。接続機器取得部１５は、取得したエラー信号と相手機器を検索す
る信号に対する返信信号の情報に含まれる機器名とを、表示制御部１６に出力する。表示
制御部１６は、エラー信号を取得すると、自動再接続失敗のエラー表示を、表示部１７に
表示する（ステップＳ４２）。そして、取得した機器名から、相手機器を選択する画面を
、表示部１７に表示する（ステップＳ４３）。こうして、図７の処理は終了する。
【００６３】
　一方、ステップＳ３８において、「最後に接続していた表示装置から返信信号がなかっ
た」と判定された場合（ステップＳ３８：Ｎｏ）、接続機器取得部１５は、エラー信号と
、相手機器を検索する信号に対する返信信号の情報に含まれる機器名とを、表示制御部１
６に出力する。そして、ステップＳ４２に進み、表示部１７は、自動再接続失敗のエラー
表示をする。
【００６４】
　また、ステップＳ３６において、「IPコントロール接続は確立している」と判定された
場合、携帯画面表示終了ボタンを押された場合の携帯端末１０の処理は、終了する。
【００６５】
　また、ステップＳ３３において、「応答信号を受信していない」と判定された場合（ス
テップＳ３３：Ｎｏ）、通信部切替部１９は、終了信号を送出するため、ステップＳ３２
に戻る。
【００６６】
　また、ステップＳ３１において、「携帯画面表示終了ボタンは押されていない」と判定
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された場合（ステップＳ３１：Ｎｏ）、通信部切替部１９の処理はステップＳ３１に戻り
、再び携帯画面表示終了ボタンは押されていないか否かを判定する。
【００６７】
　このように、ユーザが携帯画面表示終了ボタンを押した場合、IPコントロール接続が確
立していなければ、自動的に携帯端末１０はIPコントロール接続を確立する処理を実行す
る。したがって、ユーザは、携帯画面表示を終了することによって通信経路が変わっても
、意識することなく、引き続きリモコンアプリを使って表示装置を制御できる。
【００６８】
　なお、ステップＳ３５において、携帯端末１０はダイレクト接続を切断したが、この処
理は実行しなくてもよい。ステップＳ３５の処理を実行しない場合、再びユーザが携帯画
面表示ボタンを選択すると、ダイレクト接続は確立したままなので、すぐに表示装置２０
は、画面を分割して、図６（ａ）のように携帯端末１０の画面を表示することができる。
ステップＳ３５を実行するか否かはユーザに選択させてもよく、例えば、携帯画面表示終
了ボタンとは別に、表示装置２０の画面の分割のみを終了するボタンを用意し、表示して
もよい。
【００６９】
　（通信環境によるダイレクト接続切断時の処理）
　図８（ａ）は、本発明の実施形態１に係る表示装置２０が、通信環境によりダイレクト
接続が切断されたときの映像を表示している様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）の後
にダイレクト接続が再度確立して、表示装置２０が携帯端末１０に表示されている映像を
表示している様子を示す図である。
【００７０】
　通信環境の影響により、予期しないときにダイレクト接続が切断される場合がある。通
信環境によりダイレクト接続が切断されたとき、表示装置２０は、携帯端末１０から取得
した映像を表示する部分の画面が更新できないので、同じ画面を表示し続ける。または、
表示装置２０が、通信環境によりダイレクト接続が切断されたことを検出した場合には、
図８（ａ）に示すように、表示装置２０は、携帯端末１０から取得した映像を表示する部
分に、何も表示しなくなる。
【００７１】
　このような場合において、ユーザが事前に携帯端末１０に対して、予期しないときにダ
イレクト接続が切断されると自動的に再接続する設定（以下、ダイレクト接続自動再接続
の設定と称する）をしていた場合、携帯端末１０は、自動的にダイレクト接続を確立する
処理をする。再びダイレクト接続が確立すると、図８（ｂ）に示すように、表示装置２０
に、携帯端末１０の画面が表示される。このように、予期しないときにダイレクト接続が
切断された場合における携帯端末１０の処理について、図９を用いて説明する。
【００７２】
　図９は、本発明の実施形態１に係る無線通信システム１において、通信環境によりダイ
レクト接続が切断されたときの携帯端末１０の処理の流れを示すフローチャートである。
【００７３】
　まず、ダイレクト通信部１４は、表示装置２０に表示する映像を、無線通信部１２を使
って表示装置２０に送信すると、それに対応する応答信号を、表示装置２０から受信する
。ダイレクト通信部１４は、この応答信号を一定時間以内に取得したか否かを判定する（
ステップＳ５１）。
【００７４】
　ステップＳ５１において、「応答信号を一定時間以内に受信していない」と判定された
場合（ステップＳ５１：Ｎｏ）、ダイレクト通信部１４は、応答信号を一定時間以内に受
信しなかったことを示す信号を、通信部切替部１９に出力する。通信部切替部１９は、応
答信号を一定時間以内に受信しなかったことを示す信号を取得すると、IPコントロール接
続が確立しているか否かを判定する（ステップＳ５２）。
【００７５】
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　ステップＳ５２において、「IPコントロール接続は確立している」と判定された場合（
ステップＳ５２：Ｙｅｓ）、IPコントロール通信部１３は、ダイレクト接続をリセットす
るために、ダイレクト接続のリセット要求信号を、無線通信部１２を使って、表示装置２
０に送信する（ステップＳ５３）。そして、IPコントロール通信部１３は、送信したリセ
ット要求信号に対するリセット応答信号を受信したか否かを判定する（ステップＳ５４）
。
【００７６】
　ステップＳ５４において、「リセット応答信号を受信した」と判定された場合（ステッ
プＳ５４：Ｙｅｓ）、IPコントロール通信部１３は、リセット応答信号を受信したことを
示す信号を、通信部切替部１９に出力する。通信部切替部１９は、リセット応答信号を受
信したことを示す信号を取得すると、ダイレクト接続自動再接続の設定になっているか否
かを判定する（ステップＳ５５）。
【００７７】
　ステップＳ５５において、「ダイレクト接続自動再接続の設定になっている」と判定さ
れた場合（ステップＳ５５：Ｙｅｓ）、通信部切替部１９は、表示装置２０にダイレクト
接続を確立するための接続先探索信号を送出させるように制御するよう、IPコントロール
通信部１３に命令する。命令を受け取ったIPコントロール通信部１３は、無線通信部１２
を使って、表示装置２０に対して、接続先探索信号を送出するように制御する信号を送信
する（ステップＳ５６）。
【００７８】
　続いて、通信部切替部１９は、IPコントロール通信部１３による通信から、ダイレクト
通信部１４による通信に切り替え、ダイレクト通信部１４は、接続先探索信号を送出する
（ステップＳ５７）。そして、ダイレクト通信部１４は、ダイレクト接続は確立したか否
かを判定する（ステップＳ５８）。
【００７９】
　ステップＳ５８において、「ダイレクト接続は確立した」と判定された場合（ステップ
Ｓ５８：Ｙｅｓ）、図９の処理は終了する。
【００８０】
　一方、ステップＳ５８において、「ダイレクト接続は確立していない」と判定された場
合（ステップＳ５８：Ｎｏ）、ダイレクト通信部１４は、ダイレクト接続を自動的に再接
続できなかったことを示すエラー信号を、表示制御部１６に出力する。表示制御部１６は
、エラー信号を取得すると、自動再接続失敗のエラー表示を表示部１７に表示する（ステ
ップＳ５９）。こうして、図９の処理は終了する。
【００８１】
　一方、ステップＳ５５において、「ダイレクト接続自動再接続の設定になっていない」
と判定された場合（ステップＳ５５：Ｎｏ）、通信部切替部１９は、IPコントロール通信
部１３に、ダイレクト接続自動再接続の設定になっていないことを示す信号を出力する。
IPコントロール通信部１３は、ダイレクト接続自動再接続の設定になっていないことを示
す信号を取得すると、表示制御部１６に、ダイレクト接続が切断されたことを示す信号を
出力する。表示制御部１６は、ダイレクト接続が切断されたことを示す信号を取得すると
、表示部１７に、ダイレクト接続が切断された旨のお知らせを表示する（ステップＳ６０
）。こうして、図９の処理は終了する。
【００８２】
　また、ステップＳ５４において、「リセット応答信号を受信していない」と判定された
場合（ステップＳ５４：Ｎｏ）、IPコントロール通信部１３は、ダイレクト接続のリセッ
ト要求信号を再び送信するため、ステップＳ５３に戻る。
【００８３】
　また、ステップＳ５２において、「IPコントロール接続は確立していない」と判定され
た場合（ステップＳ５２：Ｎｏ）、通信部切替部１９は、IPコントロール接続を確立する
処理を実行する（ステップＳ６１）。IPコントロール接続を確立する処理は、前述したIP



(13) JP 2014-143660 A 2014.8.7

10

20

30

40

50

コントロール接続を確立する処理（ステップＳ３７～ステップＳ４３）と同じため、詳細
については省略する。そして、通信部切替部１９は、最後に接続していた表示装置とIPコ
ントロール接続が確立したか否かを判定する（ステップＳ６２）。
【００８４】
　ステップＳ６２において、「最後に接続していた表示装置とIPコントロール接続が確立
した」と判定された場合（ステップＳ６２：Ｙｅｓ）、確立したIPコントロール接続を使
ってダイレクト接続のリセット要求信号を送出するため、通信部切替部１９の処理は、ス
テップＳ５３に進む。
【００８５】
　一方、ステップＳ６２において、「最後に接続していた表示装置とIPコントロール接続
が確立していない」と判定された場合（ステップＳ６２：Ｎｏ）、ダイレクト接続が切断
された旨のお知らせを表示するため、通信部切替部１９の処理は、ステップＳ６０に進む
。
【００８６】
　また、ステップＳ５１において、「応答信号を一定時間以内に受信した」と判定された
場合、ダイレクト接続は切断されていないので、ステップＳ５１に戻る。
【００８７】
　このように、通信環境によりダイレクト接続が切断されても、自動的に携帯端末１０が
ダイレクト接続を再度確立させる処理をするため、ユーザが何も操作出来なくなる事態に
陥ることはない。また、ユーザは、表示装置２０に対しても何も操作することなく、自動
的に表示装置２０に携帯端末１０の映像が表示される。
【００８８】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態について、図１０～図１１に基づいて説明すれば、以下のとおり
である。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材に
ついては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００８９】
　図１０（ａ）は、本発明の実施形態２に係る携帯端末１０が、ユーザによる１度の操作
によって表示装置２０とダイレクト接続できるアプリケーションを表示した図であり、図
１１（ａ）は、本発明の実施形態２に係る図１０（ａ）の操作後の表示装置２０を示す図
である。図３（ｄ）と同様、ユーザはダイレクト接続をするために、図１０（ａ）に示す
ように、ダイレクト接続をするためのボタンを選択する。この操作により、携帯端末１０
は、実施形態１と同様、表示装置２０に対して、IPコントロール通信部１３から接続先探
索信号を送出するように制御する信号を送信する。表示装置２０は、携帯端末１０から接
続先探索信号を送出するように制御する信号を受信すると、図１１（ａ）に示すように、
表示部２７にダイレクト接続待ち受け画面を表示する。
【００９０】
　一方、携帯端末１０は、接続先探索信号を送出するように制御する信号を送信すると、
自動的にダイレクト通信部１４を有効にし、接続先探索信号を送出する。表示装置２０も
接続先探索信号を送出しているので、ダイレクト接続が確立する。図１０（ｂ）は、（ａ
）によりダイレクト接続が確立した後、アプリケーションを表示する携帯端末１０を示す
図であり、図１１（ｂ）は、ダイレクト接続が確立した後、携帯端末１０の映像を表示す
る表示装置２０を示す図である。ダイレクト接続が確立したので、携帯端末１０は、図１
０（ｂ）に示すように、表示装置２０を操作するための画面に戻る。また、表示装置２０
は、図１１（ｂ）に示すように、携帯端末１０に表示されている映像をダイレクト接続待
ち受け領域に表示する。
【００９１】
　このように、実施形態２においては、ユーザがダイレクト接続をするためのボタンを選
択することにより、携帯端末１０が自動的に接続先探索信号を送出する。したがって、ユ
ーザの操作が簡潔になる。
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【００９２】
　〔実施形態３〕
　本発明の他の実施形態について、説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説
明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する
。
【００９３】
　まず、ユーザはダイレクト接続をするために、リモコンアプリを起動する。ここで、実
施形態２では、ユーザはボタンを選択したが、実施形態３では、ユーザが携帯端末１０を
上下に振るというジェスチャによって、携帯端末１０は表示装置２０とダイレクト接続を
確立する処理をする。
【００９４】
　例えば、リモコンアプリが起動すると、通信部切替部１９は、ユーザ入力部１８からの
情報の代わりに、携帯端末１０が備えている加速度センサ（不図示）の出力から、携帯端
末１０が上下に振られたか否かを判定する。通信部切替部１９は、携帯端末１０が上下に
振られたと判定した場合、実施形態２と同様、IPコントロール通信部１３から、表示装置
２０が接続先探索信号を送出するよう制御する信号を送出する。また、ダイレクト通信部
１４を有効にし、接続先探索信号を送出する。こうして、携帯端末１０と表示装置２０と
の間に、ダイレクト接続が確立する。
【００９５】
　このように、実施形態３においては、上下に振るというジェスチャによって、携帯端末
１０が接続先探索信号を送出する。したがって、ユーザは画面へのタッチ動作等の入力操
作が不要になるため、操作が簡潔になる。
【００９６】
　〔実施形態４〕
　本発明の他の実施形態について、図１２に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については
、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００９７】
　図１２（ａ）は、本発明の実施形態４に係るリモコンアプリを表示させるために、ユー
ザが携帯端末をフリックする様子を示す図であり、（ｂ）は、（ａ）によってリモコンア
プリが表示され、ユーザが操作する様子を示す図である。ダイレクト接続確立後、表示装
置２０を制御するリモコンアプリは、図１２（ａ）に示すように、他のアプリを使用中で
もすぐに呼び出せるようになっている。
【００９８】
　リモコンアプリは、図１２（ｂ）に示すように、数字ボタンや電源ボタンが表示され、
ユーザがそれを選択することにより、表示装置２０を制御できる。例えば、表示装置２０
がテレビジョン受像機（以下、テレビと称する）の場合、リモコンアプリの数字ボタンを
押すと、ダイレクト接続を使って制御信号がテレビ２０に送信され、テレビ２０のチャン
ネルが切り替わる。
【００９９】
　このように、ダイレクト接続が確立した後、ダイレクト接続を使って、映像以外に制御
信号も送ることができる。したがって、携帯端末１０は制御信号を送出する別の通信を確
立する必要がなくなるので、携帯端末１０の処理が簡潔になる。
【０１００】
　〔実施形態５〕
　本発明の他の実施形態について、説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説
明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する
。
【０１０１】
　ユーザが、図３（ｂ）において、リモコンアプリを選択すると、通信部切替部１９は、
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赤外線信号送信部１１に、接続先探索信号を送出するように制御する信号を送信する命令
をする。赤外線信号送信部１１は、赤外線通信の通信経路（第１の通信経路）を使って、
表示装置２０に、接続先探索信号を送出するように制御する信号を送出する。携帯端末１
０から接続先探索信号を送出するように制御する信号を受信した赤外線信号受信部２１は
、受信した信号を接続先探索信号送出判定部２５に出力する。接続先探索信号送出判定部
２５は、信号を取得すると、ダイレクト通信部２４に、接続先探索信号を送出する命令を
する。
【０１０２】
　携帯端末１０は、実施形態１と同様、ワイヤレス出力をONすることにより、接続先探索
信号を送出する。したがって、表示装置２０と携帯端末１０とが接続先探索信号を送出す
るので、ダイレクト接続が確立する。
【０１０３】
　このように、実施形態５においては、接続先探索信号を送出するように制御する信号を
、赤外線信号送信部１１を使って送信する。したがって、相手機器を選択する操作が不要
になり、ユーザ操作が簡潔になる。
【０１０４】
　〔実施形態６〕
　本発明の他の実施形態について、説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説
明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する
。
【０１０５】
　ユーザは、表示装置２０から、携帯端末１０を制御できるように、表示装置２０を操作
する。表示装置２０から携帯端末１０を制御できるようになると、表示装置２０は、携帯
端末１０に対し、接続先探索信号を送出するように制御する信号を送信する。携帯端末１
０は、接続先探索信号を送出するように制御する信号を受信すると、接続先探索信号を送
出する。このように、表示装置２０が制御信号を送出することにより、ダイレクト接続が
確立する。
【０１０６】
　このように、表示装置２０のみを操作することにより、携帯端末１０との間においてダ
イレクト接続を確立できる。したがって、実施形態１と同様、ユーザの操作が簡潔になる
。
【０１０７】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　携帯端末１０および表示装置２０の制御ブロックは、集積回路（ＩＣチップ）等に形成
された論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processi
ng Unit）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０１０８】
　後者の場合、携帯端末１０および表示装置２０は、各機能を実現するソフトウェアであ
るプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ
（またはＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または記憶装
置（これらを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Acces
s Memory）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記プログラム
を上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記
録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半
導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラ
ムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介し
て上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝
送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【０１０９】
　〔まとめ〕
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　本発明の態様１に係る携帯端末は、第１の通信経路を使って表示装置を制御し、無線に
よる第２の通信経路を使ってデータを直接送受信する携帯端末（携帯端末１０）であって
、第１の通信経路を使って、上記表示装置に、第２の通信経路を確立するための信号を送
信するように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段（IPコントロール通信部１３
）と、第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段（ダイレク
ト通信部１４）と、を備えている。
【０１１０】
　上記の構成によれば、携帯端末の操作のみによって、携帯端末と表示装置とがデータを
直接送受信する経路を確立できる。
【０１１１】
　本発明の態様２に係る携帯端末では、上記態様１における第１の通信経路は、アクセス
ポイントを介した無線通信の通信経路であってもよい。
【０１１２】
　上記の構成によれば、アクセスポイントに繋がっている機器と、直接データを送受信す
る通信経路を確立できる。
【０１１３】
　本発明の態様３に係る携帯端末では、上記態様１における第１の通信経路は、赤外線通
信の通信経路であってもよい。
【０１１４】
　上記の構成によれば、予め相手機器が決まっているので、携帯端末の処理が簡潔になる
。
【０１１５】
　本発明の態様４に係る表示装置は、第１の通信経路を使って携帯端末を制御し、無線に
よる第２の通信経路を使ってデータを直接送受信する表示装置（表示装置２０）であって
、第１の通信経路を使って、上記携帯端末に、第２の通信経路を確立するための信号を送
信するように制御する制御信号を送信する制御信号送信手段（IPコントロール通信部２３
）と、第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段（ダイレク
ト通信部２４）と、を備えてもよい。
【０１１６】
　上記の構成によれば、表示装置の操作のみによって、携帯端末と表示装置とがデータを
直接送受信する経路を確立できる。
【０１１７】
　本発明の態様５に係るテレビジョン受像機は、上記態様４における表示装置を備えても
よい。
【０１１８】
　上記の構成によれば、テレビジョン受像機を表示装置として利用できる。
【０１１９】
　本発明の態様６に係る無線通信システムは、表示装置と、第１の通信経路を使って表示
装置を制御し、無線による第２の通信経路を使ってデータを直接送受信する携帯端末と、
を備える無線通信システムであって、上記携帯端末は、第１の通信経路を使って、上記表
示装置に、第２の通信経路を確立するための信号を送信するように制御する制御信号を送
信する制御信号送信手段と、第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信
号送信手段と、を備え、上記表示装置は、上記第１の通信経路を使用して、上記制御信号
を受信する制御信号受信手段と、受信した上記制御信号に基づいて、上記第２の通信経路
を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備えてもよい。
【０１２０】
　上記の構成によれば、携帯端末の操作のみによって、携帯端末と表示装置とがデータを
直接送受信する経路を確立できる。
【０１２１】
　本発明の態様７に係る無線通信システムは、携帯端末と、第１の通信経路を使って携帯
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端末を制御し、無線による第２の通信経路を使ってデータを直接送受信する表示装置と、
を備える無線通信システムであって、上記表示装置は、第１の通信経路を使って、上記携
帯端末に、第２の通信経路を確立するための信号を送信するように制御する制御信号を送
信する制御信号送信手段と、第２の通信経路を確立するための信号を送信する接続要求信
号送信手段と、を備え、上記携帯端末は、上記第１の通信経路を使用して、上記制御信号
を受信する制御信号受信手段と、受信した上記制御信号に基づいて、上記第２の通信経路
を確立するための信号を送信する接続要求信号送信手段と、を備えてもよい。
【０１２２】
　上記の構成によれば、表示装置の操作のみによって、携帯端末と表示装置とがデータを
直接送受信する経路を確立できる。
【０１２３】
　本発明の各態様に係る携帯端末および表示装置は、コンピュータによって実現してもよ
く、この場合には、コンピュータを上記携帯端末および上記表示装置が備える各手段とし
て動作させることにより上記携帯端末および上記表示装置をコンピュータにて実現させる
プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範
疇に入る。
【０１２４】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【０１２５】
　たとえば、ダイレクト接続の通信方式として、Miracast（登録商標）を使用してもよい
。MiracastはWifiの技術を使用するため、通信速度が速く、高解像度の映像を伝送できる
。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　本発明は、ローカルエリアネットワークを構築している家庭におけるテレビとスマート
フォンなど、幅広い分野に利用することができる。
【符号の説明】
【０１２７】
　１　無線通信システム
　１０　携帯端末
　１１　赤外線信号送信部
　１２　無線通信部
　１３　IPコントロール通信部（制御信号送信手段）
　１４　ダイレクト通信部（接続要求信号送信手段）
　１５　接続機器取得部
　１６　表示制御部
　１７　表示部
　１８　ユーザ入力部
　１９　通信部切替部
　２０　表示装置
　２１　赤外線信号受信部
　２２　無線通信部
　２３　IPコントロール通信部（制御信号送信手段）
　２４　ダイレクト通信部（接続要求信号送信手段）
　２５　接続先探索信号送出判定部
　２６　表示制御部
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【図９】 【図１０】



(21) JP 2014-143660 A 2014.8.7

【図１１】 【図１２】



(22) JP 2014-143660 A 2014.8.7

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０４Ｑ   9/00     (2006.01)           Ｈ０４Ｑ   9/00    ３０１Ｅ          　　　　　
   Ｈ０４Ｎ   5/00     (2011.01)           Ｈ０４Ｎ   5/00    　　　Ａ          　　　　　

(72)発明者  小笠原　堂裕
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  大前　良介
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
Ｆターム(参考) 5C056 AA01  AA05  BA01  CA19 
　　　　 　　  5K048 BA03  DA01  DB01  DB04  DC01  EB02  EB13  EB15  FB10  FB15 
　　　　 　　        HA01  HA02  HA21 
　　　　 　　  5K067 AA34  BB28  DD11  EE04  EE25  EE37 
　　　　 　　  5K127 AA15  BA16  BB14  BB24  BB33  CB02  CB25  DA06  DA11  DA13 
　　　　 　　        GA26  GD08  GD16  JA04  JA25  JA26  JA45  LA02  NA17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

